
普及職員機能強化緊急対策事業（継続）

１．趣旨

普及事業の制度改革においては、農業者のニーズに対応し、高度で多様な技術・知識

をこれまで以上に的確かつ迅速に農業現場へ普及できるようにするため、調査研究と普

及指導を一元的に実施する「普及指導員」を設置することとしている。この普及指導員

は、高度な専門技術に関する知識を有するとともに、現場における課題解決能力を備え

ていることが求められている。

一方、事業の高度化・効率化により普及職員はこれまで以上に高度で専門的な技術や

知識を身に付けている必要がある反面、事業の重点化に伴う組織のスリム化は、職員１

人あたりの担当地域の拡大及び役割の増加につながり、今まで以上に普及職員の資質向

上を効率的かつ効果的な方法で実施する必要がある。

そこで、普及組織のスリム化を踏まえて、研修の受講にあたり地理的かつ時間的制約

をなくすｅ－ラーニング手法を用いた研修等を実施することによりＯＪＴを効率化し、

今後の普及職員に求められる能力及び資質の向上を図り普及事業の改革を実効あるもの

とする。

２．事業の内容

ＯＪＴ研修サポート等

これまでに開発したｅ－ラーニングシステム等の運営を行うとともに、講座の充

実を図るため技術的課題や流通・消費等に関する分野の新しいコンテンツを開発す

る。

また、普及指導員資格を未取得で普及指導等の業務に携わっている都道府県職員

を、計画的に普及指導員に養成するための養成マニュアル等の作成を行う。
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